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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年７月３１日 ０２時１０分ごろ 

発生場所 北海道せたな町長磯漁港 

 せたな町所在の長磯港外防波堤灯台から真方位３２６°１１０ｍ付

近 

 （概位 北緯４２°０８.３′ 東経１３９°５４.９′） 

事故調査の経過  平成２５年８月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三十八豊栄
ほうえい

丸、９.７トン 

 ＨＫ２－１６８５７（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.７９ｍ（Lr）×３.７０ｍ×１.２４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、昭和６３年４月２日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 平成１１年１０月２２日 

 免許証交付日 平成２１年８月２６日 

         （平成２６年１０月２１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に擦過傷、凹損及び破口、プロペラ及び舵柱に曲損、機関に

濡損等 

 事故の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、平成２５年７月３０日１６時０

０分ごろ長磯漁港を出港し、１６時３０分ごろ長磯漁港南西方４海里

（Ｍ）付近の漁場に到着していか一本釣り漁の操業を繰り返し行った

が、その日は漁獲が少なかったので、早めに帰ることとし、ふだん、

０４時か０５時ごろ帰途につくところ、３１日００時５０分ごろ操業

を終えて長磯漁港南西方約１０Ｍ付近の漁場から長磯漁港に向けて帰

途についた。 

船長は、単独の船橋当直に就き、操舵室両舷側の窓を開け、操舵室

右舷側にある肘掛け付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、レーダー

及びＧＰＳプロッターを作動させ、長磯漁港の入口に向けて約８ノッ

トの対地速力で自動操舵によって航行した。 



- 2 - 

船長は、航行を開始した頃から眠気があり、長磯漁港まで約５Ｍの

所で眠気を催したが、椅子に腰を掛けて当直を行っていたところ、居

眠りに陥った。 

本船は、長磯漁港の外防波堤に向けて北東進し、０２時１０分ごろ

長磯港外防波堤灯台から真方位３２６°１１０ｍ付近の岩礁に乗り揚

げた。 

船長は、乗揚の衝撃で目が覚め、家族に事故の連絡をして親類に救

助を要請し、来援した親類のボートに甲板員と共に移乗して長磯漁港

に帰った。 

本船は、台船にクレーンで吊
つ

られて引き出され、吊られた状態で台

船が入港できる北海道八雲町熊石漁港へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１６cm

（瀬棚
せ た な

） 

 その他の事項 

 

船長は、ふだん、夜間のいか一本釣り漁の操業だけを行うときは、

操業から帰り、いかの水揚げ後、昼ごろまで平均約５時間の睡眠をと

り、それから準備を行って出港するという操業形態であった。また、

いか漁及びうに漁を行うときは、いかの水揚げ後、少し休んで０６時

ごろから０９時ごろまで磯船でうに漁を行い、帰ってから１２時ごろ

までいかの加工を手伝った後、昼食を食べてから睡眠をとり、起きて

からいか漁に出るという操業形態であり、睡眠不足の状態であった。 

船長は、本事故前々日は、用事があり、夜間のいか漁には出なかっ

たが、漁に出ている時間なので、なかなか寝付けず、眠ったのが２２

時～２３時ごろとなり、本事故前日は、０６時から０９時ごろまで磯

船でうに漁を行い、帰って来ていかの加工の手伝いを１１時ごろまで

行い、昼食後、休んでいたが、眠ることができなかった。 

船長は、今まで居眠りの経験はなかったが、毎日の仕事で疲れてお

り、家庭内の心配事があって精神的にも疲れていた。 

船長は、ふだん、眠くなったら、椅子から立ち上がって体を動か

し、また、窓から顔を出して風に当たっていたが、本事故時は行って

いなかった。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.９５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、長磯漁港南西方の漁場から同漁港に向けて自動操舵で北東

進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足及び疲労が蓄積した状態

で椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったことから、長磯漁港

の外防波堤に向けて航行し、外防波堤付近の岩礁に乗り揚げたものと
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考えられる。 

船長は、睡眠不足及び家庭内の心配事もあって疲れが蓄積していた

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、長磯漁港南西方の漁場から同漁港に向け

て自動操舵で北東進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足及び疲

労が蓄積した状態で椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったた

め、長磯漁港に向けて航行し、長磯漁港の外防波堤付近の岩礁に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・睡眠不足及び疲労が蓄積した状態で船橋当直を行う場合は、

時々、椅子から立ち上がって体を動かすなどして居眠りに陥らな

いようにすること。 

 


